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里親を活用した子育て短期支援事業(ショートステイ)

○併せて、ひとり親世帯、多胎児を養育する世帯は利用者負担を減額

利用希望世帯

児童養護施設等桑名市子ども総合センター

里 親

里親支援専門員等

利用申請

事業委託

再委託
委託にかかる支援

令和３年６月～



児童養護施設等とコラボした養育支援訪問事業

○対象世帯については、毎月開催の養育支援訪問会議（委託事業所も参加）で決定
○原則、６か月。延長については養育支援訪問会議で協議

桑名市子ども総合センター

児童養護施設等

ヘルパー事業所等

要保護・要支援世帯

里 親

支援

ショート
ステイ

家事支援

専門的相談

事業
委託

令和３年７月～



多胎児支援

多胎の妊婦さんは、頻回な妊婦健診の受診が必要になり、
単胎の妊娠時よりも経済的な負担が大きくなります。

妊婦健診の費用助成の回数を増やします！

通常の回数（１４回）を超えて、妊婦健診の費用の助成が
受けられるよう、胎児の人数分の「母子保健のしおり」を
お渡しします。

双子の場合は2冊お渡し。

最大２８回の妊婦健診の助成が受けられます。

１

「ふたご手帖」をプレゼント！
多胎家庭の皆さんに知っていただきたい情報が
1冊にギュッとつまった「ふたご手帖」をプレゼント。
双子の先輩ママの声も多数掲載されていますよ。

ふたご手帖記録ノート
ママの妊娠中の記録や
双子の記録もできま
す！

ふたご手帖
多胎妊娠がわかった時から出
産後約1年間の情報が記載さ
れています。

２ 多胎の妊娠＆育児を先輩ママに教えてもらおう！
（多胎ピアサポート事業）

多胎児の育児を経験した桑名市内の先輩ママ（ピ
アサポーター）に、妊娠・出産・子育てについて聞
くことができます。

利用の流れ
① 申込書を記入
② 子ども総合センターからピアサポーターさ

んに連絡し、妊婦さんとピアサポーターさん
の日時調整

③ ピアサポーターさんと面談（担当保健師が
同席します）

面談場所は、ご自宅、市役所、子育て支援センター等、
お話がしやすい場所を調整します。

３

令和３年５月～



医療機関（医療型短期入所事業所）
桑名市総合医療センター）

ヘルパー事業所等

医療的ケア児および保護者

桑名市子ども総合センター

医療的ケア児および保護者のレスパイトのため、医療機関（医療型短期入所事
業所）において、ショートステイまたはレスパイト入院を行う際に、保護者に代わっ
てコミュニケーション支援を行うヘルパー等を派遣する。

⑤ショートステイ
または
レスパイト入院

①相談

③コミュニケ
ーション支援員
派遣依頼

④コミュニ
ケーション
支援員派遣

医療的ケア児等
コーディネーター

②利用依頼

医療的ケア児レスパイト支援事業

令和３年度～



ｅケアネット
そういん・SV

桑名市子ども
総合センター

医療的ケア児等
コーディネーター

助言訪問看護
事業所

医療機関学校

医療的ケア児
および保護者

相談

桑名市総合
医療センターなど

入院またはショートステイ

（主に重厚な医療ケアが
必要な児童）

施策１：医療的ケア
児等コーディネータ
ーの配置

施策２：医療的ケア児に対
応可能な通所・訪問事業所
の拡充

調整

調整

ショートステイ

施策３：医療機関等
によるレスパイトの
実施(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援)
施策４：入院時のｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝ支援員配置

入院またはショート
ステイ

（医療ケアが必要な
児童）

桑名市における医療的ケア児地域生活支援


